
  広 島 市 景 観 計 画 の 概 要 に つ い て   

１ 背景及び目的                                   

  本市では、昭和５６年３月に「広島市都市美計画」を策定して以来、３０年以上にわたり、建築物や屋

外広告物等に係る景観協議制度などにより美しい都市景観の形成に向けて取り組んできました。 

平成１６年１２月の景観法の施行により、景観誘導について法的拘束力のある仕組みが創設されたこと

や、平成２３年１２月に公表した「世界に誇れる『まち』の実現に向けて－市政推進に当たっての基本コ

ンセプト－」に掲げる「美しく品のある都市景観の創出」を踏まえ、これまでの取組を集大成し、さらに

充実・発展させるため、広島市景観計画（以下「景観計画」という。）を平成２６年７月に策定し、平成

２７年１月から運用を開始しています。 

 

      ＜参考：広島市の景観形成の主なあゆみ＞ 

昭和５６年 広島市都市美計画策定 

昭和５８年 平和大通り沿道建築物等美観形成要綱制定 

昭和５９年 都市美協議制度制定 

平成 元 年 リバーフロント建築物等美観形成協議制度制定 

平成 ７ 年 

 

西風新都アーバンデザイン推進要綱制定 

原爆ドーム及び平和記念公園周辺建築物等美観形成要綱制定 

平成１６年 景観法制定 

平成１８年 

 

広島市景観条例制定 

広島市屋外広告物条例改正 

平成１９年 縮景園周辺建築物等美観形成要綱制定 

平成２０年 広島市景観形成基本計画策定 

平成２６年 広島市景観計画策定 

平成２７年 屋外広告物新基準施行 

 

２ 意義                                       

景観計画は、市民、事業者、行政が連携・協働して、本市の目指す「美しく品のある都市景観」を総合

的かつ計画的に実現していくための景観形成の方針やルール、方策などを体系的に示すものです。 

 

３ 位置付け                                       

景観法第８条に基づき、本市が景観行政団体として関連計画との整合や連携等を図り策定するものです。 

 

４ 目標年次                                       

平成４２年度（２０３０年度） 

景観計画に示す方向性は、被爆１００周年（平成５７年度（２０４５年度））に向けた景観形成の 

あり方を展望したものとしています。 

 

５ 景観計画における景観の定義                                       

本計画では、「景観とは、人の目に映る視覚的なまちの姿だけでなく、地域の歴史や文化、自然などの

風土や日常生活から醸し出される雰囲気、まちづくり活動やイベントによるにぎわいや活力など、見る人

の知識や経験、価値観などからのまちの感じ方を含めたもの」と定義しています。 

 

 

 

６ 景観計画の構成                                  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

理  念：世界に誇れる「まち」の実現に向けて、広島の歴史・文化を伝える魅力的な資源や豊かな水と緑に囲ま

れた自然を生かした個性的で魅力ある景観づくりを進め、美しく品のある都市景観を創出します。 

基本方針：広島らしい風情があり、おもてなしの心あふれる景観づくり 

        ⑴ 平和都市広島を象徴する景観づくり   ⑶ 水と緑を生かした潤いと安らぎのある景観づくり 

        ⑵ 歴史や文化の香り漂う景観づくり    ⑷ にぎわいがあり、おもてなしの心を感じる景観づくり 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 今後の展開                                    

景観計画を本市の景観づくりのよりどころとして、第１０章に掲げる三つのテーマ別に体系化した施策

を総合的に推進していきます。 

第１０章 景観づくりを総合的に推進するための方策 
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第５章 １ 景観計画区域（広島市全域）   ２ 景観計画重点地区（象徴的、先導的に取り組む地区） 
                      ３ 一般区域（景観計画重点地区以外の区域） 

第６章 
 
建築物・工作物等の届
出制度 

第７章 
 
屋外広告物に関する
基本方針 

第８章 
 
景観重要建造物及び
景観重要樹木の指定
及び保全・活用の方針 
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